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─ 36●転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉

紛争顕在化までは「狭義の教育」
顕在化後は「支援」の側面が重要に

第26講　ワークルール教育の現状と目的

（北海学園大学法学部准教授・弁護士　淺野高宏）

No.1868

（厚労省・28年度予算の概算要求まとめる）過
労死防止・過重労働解消対策に73億円／（女
性活躍推進法が成立）規模300人超企業に女性
登用の数値目標を義務化／（厚労省・26年雇
用動向調査結果）入職率が３年連続上昇し1.8
ポイント入職超過に／ほか

●NEWS ────────────── 1

＊＊本誌ご購読の皆様へ＊＊

ビジネスセミナー「労働塾」のご案内http://rouki.chosakai.ne.jp/
バックナンバーが閲覧できます!!

労務相談室
〔災害に備え試験的に徒歩で出勤〕徒歩出勤の時間は労働時間か ─── 48
〔10月１日入社の者が同月20日に退職〕年金保険料の支払い必要か ── 50
〔改正特許法が成立し１年以内に施行〕実務への影響は ─────── 52
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●労務資料　平成26年度雇用均等基本調査結
果①～企業調査～ ─ 41●連載　労働スクラ
ンブル○230（労働評論家・飯田康夫） ─ 46●わ
たしの監督雑感　北海道・札幌中央労働基準
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ケースで見る最近の年次有給休暇トラブルへの対応─ ６特集

使用者は、①６カ月間継続勤務し、②全労働日の８割以上出勤した労働者──に対し年次有給休暇を与えなければなら
ない。付与日数については、初回に10日が付与され、その後、勤続１年ごとに最大20日を限度として加算される。なお、
パートやアルバイトなどについても年次有給休暇は付与されるが、所定労働日数に応じて定められた日数が付与される。
本特集では、年次有給休暇について、問題となることが想定されるいくつかのケースを紹介する。

勤務日数少ないアルバイトであっても
年次有給休暇は取得できる

（編集部）

SCSK株式会社では、平均月間残業時間20時間以内、
年休20日取得を目標に「スマートワーク・チャレン
ジ20」を展開している。部門別の達成状況を月２回
役員会でレビューし、議事録を社内ポータルで配信
して全社員に公開している。また、社員の健康増進
のため「行動記録」等によるマイレージ制を導入して、
好成績者にはインセンティブを支給している。

─ 18●取材シリーズ／人事大事の時代＜事例編＞⑲

～SCSK株式会社～

社員の活力増進を目指す「健康経営」を掲げる
残業削減など「働き方改革」が大きく前進

─────────── 28●解釈例規物語73
第37条関係

 （中川恒彦）

割増賃金の基礎から除外される賃金
─その１─ 「住宅手当」
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失業したときに生活費を保障する基本手当等の受け取り方から、会社が行う手続

きや助成金まで、雇用保険の基本的な仕組みが図解入りでよくわかる。平成27

年７月現在の雇用保険法に対応している。

■パート１　雇用保険のしくみ
　１　雇用保険とは
　２　雇用保険の給付
　３　雇用保険の適用
　４　雇用保険の被保険者
　５　雇用保険の被保険者期間
　６　パート・アルバイトが被保険者に

なるには
　７　離職理由による給付

■パート２　基本手当はこうして受け取る
・離職から基本手当受給までの流れ
　１　基本手当を受給するには
　２　受給日数には限度がある
　３　基本手当はいくらもらえるのか
　４　受給手続きの基本をおさえる
　５　ハローワークではなにをするのか
　６　受給資格はこうして決定される
　７　失業の認定を受ける
　８　給付制限とはなにか
　９　不正受給は絶対に許されない
　10　失業認定申告書はこうやって書く
　11　受給期間に気をつけよう
　12　所定給付日数が延長される場合も

ある

■パート３　さまざまな手当を受給する
　１　早期再就職を奨励する手当がある
　２　就職困難者なら常用就職支度手当

がもらえる
　３　住居変更の費用が援助される場合

がある
　４　広域求職活動費は遠隔地での就職

活動を支援する
　５　65歳以上なら一時金が支給される
　６　高年齢者には特別な配慮がある
　７　育児・介護休業を取得したとき
　８　職業訓練を受けながら給付を受け

る
　９　在職中にスキルアップしよう
　10　求職の申込み後に病気になったら

■パート４　こんなとき、会社としてど
うする

　１　事業を開始したとき
　２　事業所を設置したら
　３　社員を採用したとき
　４　外国人を採用したとき
　５　社員が退職したとき
　６　離職証明書の書きかた
　７　社員が転勤したとき
　８　雇用保険被保険者証をなくしたと

き
　９　会社の名前や住所が変わったとき
　10　事業を廃止したとき
　11　受給資格者が死亡したとき

■パート５　事業主のための雇用保険
　１　会社・事業主に対する支援
　２　雇用機会の拡大や能力開発には

様々な支援策がある
　３　保険料についての理解を深めよう

■資料
　１　ハローワーク入門
　２　公共職業訓練を活用しよう
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雇用保険の基本的な仕組みが図解入りでよくわかる！

困ったとき読む本シリーズ

新よくわかる雇用保険
改訂2版


